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Ⅰ 計画策定の趣旨、位置付け

１ 計画策定の趣旨

本県では、甚大な被害をもたらした「東日本大震災」の発災後、「防災」だけでなく、

「助かる命を助ける」という「減災」の視点を加え、南海トラフ巨大地震や直下型地震

発災時の死者ゼロを目指し、地震・津波対策に対する具体的な政策を網羅した「徳島県

南海トラフ・活断層地震対策行動計画」を平成２３年度に策定した。

また、国において平成２５年度に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災

・減災等に資する国土強靱化基本法」（以下、「基本法」という。）が公布・施行される

とともに、平成２６年度には、国土の強靱化に関する国の計画等の指針となる「国土強

靱化基本計画」（以下、「基本計画」という。）が策定されたことを受け、平成２７年３

月に全国初となる「徳島県国土強靱化地域計画」（以下、「地域計画」という。）を策定

し、「致命的な被害を負わない強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を持った安全

・安心な地域社会の構築に向けた「県土強靱化」を図るための取組を実施している。

さらに、過去の災害復興から得られた教訓も活かしながら、令和元年１２月には「徳

島県復興指針」（以下、「復興指針」という。）を策定し、被災後の復興に向けた事前の

準備・実践に繋げるための「事前復興」の取組を推進している。

これら３計画は、社会情勢の変化も踏まえ、不断の見直しを行いながら、これまで着

実な取組を進めてきたところであるが、令和５年度末に「地域計画」が推進期間の終期

を迎えるにあたり、県民にとってより体系的で分かりやすい計画とするため、３計画を

統合し、「徳島県県土強靱化・レジリエンス推進計画」（以下、「強靱化計画」という。）

を新たに策定する。

なお、「強靱化計画」には、「持続可能な開発目標（SDGs）」の理念や、令和６年元日

に発生した「能登半島地震の教訓」を踏まえ、県を挙げての「南海トラフ巨大地震対策」

の抜本的な再検証により得られた、県として早急に取り組むべき対策を反映することで、

大規模災害を迎え撃つための計画的かつ確実な推進を図ることとしている。

２ 強靱化計画の位置付け

（１）関係法令等との関係

強靱化計画は、「国

土強靱化基本法」第

１３条に基づく、「国

土強靱化地域計画」

として位置付けるも

のであり、県土強靱

化に関し、当該計画

以外において本県の

計画等の指針となる

ものである。なお、

強靱化計画は、国の

「国土強靱化基本計

画」と調和を図るも

のとする。



また、「徳島県南海トラフ巨大地震

等に係る震災に強い社会づくり条例」

（以下、「条例」という。）第１０条で

規定する「県で実施する震災対策に関

する施策をとりまとめた計画」として

位置付けるものであり、更に、事前復

興の観点から、「大規模災害からの復

興に関する法律」第９条に基づき、被

災後に県が定める「復興方針」の迅速

かつ円滑な策定に向けた事前準備を推

進するものであるとともに、条例第８

３条に基づき、被災後に県が定める「復

旧及び復興に関する計画」の早期策定

に向けた事前準備を推進するものである。

（２）「徳島新未来創生総合計画」との関係

強靱化計画は、「徳島新未来創生総合計画」に掲げるビジョンを目指し、ミッション

「安心度ＵＰ」の戦略６「危機管理体制の充実と県土強靱化（レジリエンス）の推進」

を実現するための施策の推進方向を示すものである。

（３）「徳島県地域防災計画」との関係

強靱化計画は、「徳島県地域防災計画」において、県が実施する災害対応について、

平時から取組む各種対策を示すものである。

３ 計画の推進期間

計画の推進期間は、令和１０年度を目標年次とする。このうち、令和７年度までを重

点的に取り組む期間とし、計画の見直しは概ね５年ごとに行うものとする。ただし、そ

れ以前においても、施策の進捗や社会経済情勢の変化等を踏まえて、必要に応じ見直し

を行うものとする。

社
会
機
能

発災

被害軽減

被害

抑制

創造的復興
Build Back Better

復旧・復興

期間の短縮

地方

創生

「事前復興」のイメージ



Ⅱ 基本的な考え方

強靱化計画は、「国土強靱化基本法」に基づく地域計画として、国の基本計画との調

和が保たれたものとする必要があることから、「国土強靱化地域計画策定ガイドライン」

（以下「国のガイドライン」という。）により基本計画に沿ったものとし、事前防災の

取組により被害を最小化することで県民の生命と財産を守るのみならず、経済社会活動

を安全に営めるようにすることで地域の経済成長、持続的な発展にもつながるものであ

る。

また、大規模災害は、人々の生活を一気に破壊する一方、復旧・復興には多大な労力

と時間が必要であり、復興の遅れは、地域コミュニティの崩壊、人口流出など、平時か

ら地域が抱える課題を加速させることが指摘されていることから、本県では、被災前か

らの復興に向けた様々な取組を「事前復興」と総称し、大規模災害からの迅速かつ円滑

な復旧・復興を目指して、平時から事前の準備や実践に取り組んできている。

これらの観点を踏まえ、「基本理念」、「施策体系（事前に備えるべき目標）」等を設

定するものとする。

また、施策の推進にあたっては、別紙２（脆弱性評価）の結果を踏まえて実施するも

のとする。

１ 基本理念

いかなる大規模自然災害が発生しようとも、「県民の生命・財産」を守り抜くため、

① 人命の保護が最大限図られる

② 徳島県及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される

③ 県民の財産及び公共施設に係る被害の最小化【強靱化の推進】が図られる

④ 迅速な復旧・復興【レジリエンスの強化】を可能にする

⑤ 平時から被災後の復興に向けた事前の準備・実践【事前復興の推進】に取り組む

ことにより、未来に引き継げる「災害に強いとくしま」を実現する。

２ 施策体系（事前に備えるべき目標）

（１） 命の７２時間への対応

～大規模自然災害が発生したときでも、すべての人命を守る～

（２） 助かった命をつなぐ対策

～救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難

生活環境を確実に確保することにより、助かる命を救う～

（３） 初動対応力の強化

～防災対策に必要不可欠な拠点機能を確保することにより、初動対応の遅れを防ぐ～

（４） 社会インフラの早期復旧

～情報通信サービス、電力等ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワー

ク等の被害を最小限にとどめるとともに、早期に復旧させる～

（５） 持続可能な地域経済

～経済活動を機能不全に陥らせない～

（６） 創造的復興の推進

～社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する～



３ 県土強靱化を推進する上での基本的な方針

（１）県土強靱化に向けた取組姿勢

・本県の強靱性を損なう原因をあらゆる側面から検討し、取組みにあたること

・短期的な視点によらず、強靱性確保の遅延による被害拡大を見据えた時間管理概念と

ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）概念の双方を持ちつつ、長期的な視野を持って計

画的な取組みにあたること

・国、市町村をはじめ関係機関等との連携協力による取り組みについても取り入れるな

ど、本県の総力を挙げた取組みとすること

・本県が有する潜在力、抵抗力、回復力、適応力を強化すること

・事前復興の取組みを推進すること

・「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」に係る施策を推進すること

SDGｓとは、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標で、17 のゴール

と169 のターゲットが設定され、「誰一人取り残さない」ことを明確に掲げている。

持続可能な社会を構築するには、大規模自然災害に備え、強い地域づくりを進めてお

くことが重要であり、県土強靱化とSDGｓは密接に関連している。

県土強靱化の取組は、SDGｓのゴールのうち、特に「ゴール１ 貧困をなくそう」、「ゴー

ル２ 飢餓をゼロに」、「ゴール９ 産業と技術革新の基盤を作ろう」、「ゴール11

住み続けられるまちづくりを」、「ゴール13 気候変動に具体的な対策を」、「ゴール1

5 緑の豊かさも守ろう」の達成に貢献している。

（２）適切な施策の組み合わせ

・災害リスクと地域の特性に応じて、ハード対策とソフト対策を適切に組み合わせ、効

果的に施策を推進すること

・「自助」、「共助」、及び「公助」を適切に組み合わせ、官と民が適切に連携及び役割

分担して取り組むこと



・非常時に防災・減災等の効果を発揮するのみならず、平時にも有効に活用できる対策

となるよう工夫すること

（３）効率的な施策の推進

・県民の需要の変化、気候変動等による気象の変化、社会資本の老朽化等を踏まえると

ともに、強靱性確保の遅延による被害拡大を見据えた時間管理概念や、財政資金の効

率的な使用による施策の持続的な実施に配慮して、施策の重点化を図ること

・既存の社会資本を有効活用すること等により、効

率的かつ効果的に施策を推進すること

・限られた資金を最大限に活用するため、ＰＰＰ／

ＰＦＩによる民間資金の活用を図ること

・施設等の効率的かつ効果的な維持管理に資するこ

と

（４）地域の特性に応じた施策の推進

・本県の特性を踏まえた、本県独自のものとして、先進的な取組みを反映すること

・人のきずなや地域コミュニティ機能を強化し、社会全体の強靱化を推進すること、

また、各地域において強靱化を推進する担い手が適切に活動できる環境整備に努める

こと

・女性、高齢者、子ども、障がい者、外国人等に十分配慮し、施策を講じること

・地域の特性に応じて、環境との調和及び景観の維持に配慮するとともに、自然環境の

有する多様な機能を活用するなど、自然との共生を図ること

戦略的な維持管理・更新



・「臨時情報」が発表された場合における防災対応への取組みを推進すること

・支援の長期途絶に備えた取組みを推進すること

斜面崩壊による道路の通行止 木造応急仮設住宅

（５）復興プロセスと事前復興の推進

大規模災害からの迅速な復旧や着実な復興には、被災後の取組はもとより、平時にお

ける事前の準備や実践が極めて重要で、復興に向けた取組は被災前に既に始まっている。

これらの取組には、行政だけでなく、地域住民や様々なコミュニティ、事業者など、

復興の各主体の連携・協働に加え、被災地内外からの支援者の存在が不可欠である。

そこで、復興における各主体に期待される役割や、被災地内外の支援者との平時から

の関係構築など、復興プロセス（過程）や事前復興の推進についての概要を強靱化計画

の附属資料とする。また、復興へ向けた条件整備や分野別の対策として、実施すべき事

項や手順等について、別途整理する。



Ⅲ 強靱化の取組の現状と課題（脆弱性評価）

１ 脆弱性評価とは

大規模自然災害に対する脆弱性評価は、本県の特性を踏まえた上で、大規模自然災害

による被害を回避するための施策の現状のどこに問題があるのかを知るために行うもの

である。これにより、県土の強靱化に必要な施策を効率的、効果的に実施することが可

能となる重要なプロセスである。

評価は、国のガイドラインに沿って、想定するリスク、評価を行う個別施策分野及び

横断的施策分野、起きてはならない最悪の事態を設定し行う。

２ 本県の特性

（１）地勢

本県は山地が多く、全体面積の約８割を占めている。中央部を東西に走る四国山地は、

急峻で県を南北に分ける分水嶺となっており、その北方を流れる吉野川は、高知県瓶ケ

森を水源とし、三好市池田町から中央構造線に沿って東流し、下流に行くにしたがって

広く、くさび形の徳島平野をつくり、紀伊水道へ注いでいる。

吉野川の北に位置する讃岐山脈は、全般的に低く、山麓には扇状地が発達している。

吉野川下流の低地は、勝浦川や那賀川の低地とともに水田地帯となっている。

また、剣山（１，９５５ｍ）に源を発する那賀川は、急峻な山地部に深いＶ字型の渓

谷を刻みながら東流し、下流には三角州扇状地が広がっている。

県南には、広い平野が少なく、蒲生田岬以南では山地が直接海に迫った岩石海岸とな

っており、県北の砂浜海岸とは著しい対照をなし、海は深く、港湾、漁港に適した地形

となっている。

なお、海岸線延長は、約３９３㎞に及んでいる。

剣山 吉野川 美波町大浜海岸



（２）地質

本県の地質構造は、東西に中央構造線、仏像構造線などの構造線が走り、北から、和

泉帯、三波川帯、秩父帯、四万十帯に分けられる。

中央構造線の北側の和泉帯は、風化されやすい砂岩から形成されている。中央構造線

の南側の三波川帯は、古生層が変成作用を受けてできた結晶片岩から成り、深部まで基

岩が破砕され、地質が非常に脆弱であることから、多数の地すべり地が分布しており、

日本有数の地すべり地帯となっている。

※国土交通省所管の地すべり防止区域は、箇所数、面積とも全国２位である。

（３）気象

気温は、年間を通して比較的温暖である。降水は、剣山南麓を中心とした多雨地域と、

吉野川北岸を中心とした小雨地域に大別される。年間降水量は、那賀川上流域と海部川

流域が最も多く、３，０００ミリを超え、多い年には５，０００ミリ近くを記録するこ

ともある。

（４）人口

国勢調査の結果によると、令和２年１０月時点での徳島県の人口は、７１９，５５９

人となっており、１９９０年以降は少子高齢化の影響などにより減少傾向にある一方、

世帯数は増加傾向が続いており、世帯の小規模化が進んでいる。

県内の人口分布の特徴としては、東部都市計画区域においては面積は県全体の約１３

％にすぎないが、人口は県全体の約６６％を占め、本県の行政、経済、文化の中心地域

となっている。

それら都市地域の多くは、かつての氾濫原や津波の影響の受けやすい海岸沿いにあり、

「水」による災害リスクが高く、軟弱地盤も多い地域である。

一方、中山間地域においては、過疎化とともに高齢化が進み、小規模高齢化集落が増

加している。このため、農地や森林の保全活動が低下し、中山間地域が保有する水源か

ん養などの多面的機能の維持も困難な状況となっている。

（５）災害の歴史

①南海トラフ地震

本県は、有史以来幾度となく南海トラフを震源とする地震・津波により甚大な被害を

受けており、江戸時代以降も、４度の地震･津波に襲われている（次図参照）。南海ト

ラフ地震は、１００年～１５０年間隔の周期で繰り返し発生しており、また、東海地震

及び東南海地震と同時もしくは少しの間隔を開けて発生している。
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令和６年１月現在の今後３０年以内に南海トラフ地震が発生する確率は、地震調査研

究推進本部によると７０～８０％となっている。

【参考】記録に残る日本最古の津波は、日本書紀に記された６８４年の白鳳南海地震によるものである。

康暦碑（美波町）

正平南海地震・津波

(1361年)の供養碑

（日本最古の津波碑)



②大規模な水害

本県では、吉野川、那賀川が代表的な一級河川であり、これらの支派川のほか、四国

山地から東流して太平洋に注ぐ、数多くの二級河川がある。また、本県は台風の常襲地

帯であることから、これらの河川は幾度となく大規模な氾濫を繰り

返し、大きな被害を与えてきた。

特に吉野川は、「四国三郎」とも呼ばれ、我が国の３大暴れ川の一つ

であり、かつては、毎年のように氾濫し、流域の人々を苦しめてきた。

その名残として、高地蔵や高石垣の家が各地に見られる。

③大規模な土砂災害

本県は、急峻な地形や脆弱な地質に加えて、台風常襲地帯であることから、大規模な

土砂災害にたびたび見舞われ、明治以降、発生した深層崩壊（下図参照）でも大きな被

害を受けており、例えば、明治２５年７月、台風に伴う集中豪雨により那賀町の高磯山

が崩壊し、人家十数戸と住民６０余人が埋没した。また、崩壊土砂が、那賀川をせき止

め湛水し、その後決壊をしたため、数百戸の人家が流出している。

また、昭和５１年９月、台風１７号の豪雨により発生した地すべりや土石流により死

者・行方不明者が発生。美馬市穴吹町では、発生した地すべりにより７０戸が集団移転

を余儀なくされた。

うつむき地蔵
(徳島市国府町東黒田)

１８１１年建立

高磯山崩壊の石碑（那賀町）

高磯山崩壊の慰霊碑（那賀町）

高石垣
（美馬市穴吹町舞中島）



④豪雪による災害

本県は、冬期についても比較的温暖であり年間降雪量も少ないが、近年の異常気象に

より、豪雪による災害が発生する可能性が高まっている。平成２６年１２月には、県西

部の山間部を中心に大雪となり、広範囲にわたって沿道の木々を倒したため、道路の通

行止めや電気、電話の途絶を引き起こし、長期にわたり多くの集落が孤立するなど、改

めて、豪雪災害に対する備えの必要性が認識された。

平成２６年１２月豪雪による被害

大雪の状況 ビニールハウスの損壊 倒木による県道の通行止



３ 対象とする自然災害（想定するリスク）

主な大規模自然災害 想定する規模等

南海トラフ地震・津波 南海トラフ地震･津波については、内閣府「南海ト

ラフの巨大地震検討会」が公表した「想定震源断層域」

に基づき、地震はM9.0、津波はM9.1とする

中央構造線・活断層地震等 中央構造線断層帯で想定される最大クラスの地震（M

（直下型地震等） 7.7）とする

台風・ 大規模風水害 想定しうる最大規模の降雨や高潮等による風水害を

梅雨前線 想定。例えば、連続雨量が1,000ミリを超える大雨や1

豪雨・豪雪 00ミリの雨量が数時間継続する大雨による堤防の決壊

等 等

大規模土砂災害 人的被害の発生する深層崩壊等を想定。これにより

形成された天然ダムによる湛水及び決壊も想定

豪雪災害 短期間での除雪が困難となる、または、着雪により

大量の倒木が発生し、道路の通行止めや電気・電話等

が途絶する事態が広域で発生する豪雪を想定

台風が連続して襲来する場合や南海トラフ地震によ

複合災害 り被災した施設の復旧が進まず、その後の異常気象で

繰り返し大規模な災害が発生すること等を想定

【参考】南海ﾄﾗﾌ巨大地震想定結果



４ 施策分野

評価を行う個別施策分野及び横断的施策分野として、次の５つの個別的施策分野と５

つの横断的分野を設定する。

（１）個別施策分野

（２）横断的施策分野

①行政施策分野 行政機能 警察・消防等

②住環境分野

③保健医療・福祉分野

④産業分野

⑤県土保全・交通分野 交通・物流 県土保全 土地利用

住宅・都市 環境

保健医療・福祉

エネルギー 金融 情報通信 産業構造 農林水産

①ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ分野 様々なﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ施策

②人材育成分野

③官民連携分野

④長寿命化対策分野

⑤研究開発分野 ＩｏＴ、ＩＣＴ技術等の活用等

民間の人材確保・育成等

さまざまな官民連携施策

公共土木施設等の老朽化対策等



５ リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）

脆弱性評価は、基本法第17条第3項により、最悪の事態を想定した上で、科学的知見に

基づき、総合的かつ客観的に行うものとされている。起きてはならない最悪の事態に関し

ては、基本計画の３５の最悪の事態を参考にしつつ、想定したリスク及び本県の特性を踏

まえて、６つの「事前に備えるべき目標」に対して、その妨げになるものとして３１の「リ

スクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）」を次のように設定した。

（１）施策体系及びリスクシナリオ

1-1 大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生

1-2 地震に伴う密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷者の発生

1-3 広域にわたる大規模津波による多数の死傷者の発生

1-4
突発的又は広域的な洪水・高潮に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生、また防災インフラの
損壊・機能不全等による洪水・高潮等に対する脆弱な防災能力の長期化

1-5 大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）や大雪等による多数の死傷者の発生

2-1 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止

2-2 道路寸断による多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生

2-3 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

2-4 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱

2-5 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の麻痺

2-6 大規模な自然災害と感染症等の同時発生

2-7
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態の悪化による災害関連死の
発生

3-1 警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱

3-2 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下や災害対応への習熟度不足による初動対応の遅れ

4-1
テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの途絶により、インターネット・ＳＮＳなど、災害時に活用する情報サービスが機能停止
し、臨時情報や津波警報の収集・伝達ができず避難行動や救助・支援が遅れる事態

4-2 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）の長時間・大規模にわたる機能の停止による停電

4-3 都市ガス供給・石油・ＬＰガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停止

4-4 長期間にわたる断水、下水道施設の機能停止

4-5 陸海空の交通インフラの長期間にわたる機能停止

5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による国際競争力の低下

5-2 コンビナート・重要な産業施設の火災・爆発に伴う有害物質等の大規模拡散・流出

5-3 金融サービス・郵便等の機能停止による住民生活・商取引等への甚大な影響

5-4 食料等の安定供給の停滞に伴う住民生活・社会経済活動への甚大な影響

5-5 農・工業用水の供給途絶に伴う、生産活動への甚大な影響

5-6 農地・森林や生態系等の被害に伴う県土の荒廃・多面的機能の低下

6-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態

6-2
自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如等により、復興が大幅に遅れ地域が衰退する
事態

6-3
災害対応・復旧復興を支える人材等（専門家、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、NPO、企業、労働者、地域に精通した技術者等）の不足に
より復興できなくなる事態

6-4 貴重な文化財や環境的資産の喪失、有形・無形の文化の衰退・損失

6-5 事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に遅れる事態

6-6 速やかな復興に資する業務継続計画等の欠如による地域経済への甚大な影響

6

【創造的復興の推進】
社会・経済が迅速かつ従前
より強靱な姿で復興できる
条件を整備する

3

【初動対応力の強化】
防災対策に必要不可欠な拠点
機能を確保することにより、初動
対応の遅れを防ぐ

4

【社会インフラの早期復旧】
情報通信ｻｰﾋﾞｽ、電力等ﾗｲﾌﾗｲ
ﾝ、燃料供給関連施設、交通ﾈｯ
ﾄﾜｰｸ等の被害を最小限にとど
めるとともに、早期に復旧させる

5
【持続可能な地域経済】
経済活動を機能不全に陥らせ
ない

事前に備えるべき目標 プログラムにより回避すべき起きてはならない最悪の事態

1
【命の７２時間への対応】
大規模自然災害が発生したとき
でも、すべての人命を守る

2

【助かった命をつなぐ対策】
救助・救急、医療活動等が迅速
に行われるとともに、被災者等
の健康・避難生活環境を確実に
確保することにより、助かる命を
救う



（２）６つの目標の時間軸上の整理

また、「起きてはならない最悪の事態」の様相は別紙１のとおりであり、これを念頭

にこの最悪の事態を回避するために現在実施されている施策を洗い出し、現状の脆弱性

の分析・評価を行ったものが別紙２（脆弱性評価）となる。

６ 重要業績指標（KPI：Key Performance Indicator）の設定

「リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）」を回避するための施策群（以下

「プログラム」という。）の達成度や進捗を把握するため、プログラムごとに重要業績

指標を選定した。

重要業績指標は、指標とプログラムの関連性（直接性、有益性）、指標と施策の関連

性（寄与性、妥当性）及び指標の特性（客観性、実践性）の観点に着目して選定した。

重要業績指標は脆弱性評価や、今後これを踏まえて推進する施策の進捗管理に活用する。

なお、重要業績指標については、プログラムの達成度や進捗を把握するための重要な

手段であることから、今後プログラムの進捗管理に活用するにあたり、精度の向上等、

内容の向上を図るべく継続的に見直しを行うこととする。

７ 脆弱性評価の結果

脆弱性評価結果及び評価にあたって活用した重要業績指標とその現況値は、別紙２の

とおりである。

Ⅳ 県土強靱化の推進方針

１ プログラムごとの推進方針

プログラムごとの脆弱性評価の結果に基づき、また、「県土強靱化を推進する上での

基本的な方針」を念頭に置きながら、起きてはならない最悪の事態を回避するために、

今後何をすべきか必要となる施策を検討し、プログラムごとに推進方針としてとりまと

め、あわせて重要業績指標について目標値を設定した。（「事前に備えるべき目標」の

中で関連の深いプログラムについてはまとめることとした。）

災害発生時 災害発生直後 復旧 復興

1 【命の７２時間への対応】

2 【助かった命をつなぐ対策】

3 【初動対応力の強化】

4 【社会インフラの早期復旧】

5 【持続可能な地域経済】

6 【創造的復興の推進】

事前に備えるべき目標



　

○土砂災害対策及び森林整備の推進

・  土砂災害の危険性のある要配慮者利用施設及び

避難所の保全施設整備を推進

○津波避難意識の向上及び訓練の実施

・ 率先避難の取組み拡大

・ 防災士等人材育成

○災害時要配慮者対策の促進

・   避難行動要支援者名簿の作成及び

個別計画の策定を促進

○臨時情報を活用した防災対応の推進

・ 臨時情報を活用し、防災対応の計画策定

○津波避難路・避難場所の整備

・ 緊急的、一時的に避難するための避難路や

 避難場所の整備促進

・ 県営都市公園設備の防災機能強化

○海岸・河川堤防等の整備・耐震化及び水門・

  樋門等の自動化

   ・ 海岸・河川堤防等の地震・津波対策の推進

１ 【命の７２時間への対応】
大規模自然災害が発生したときでも、すべての人命を守る

・ 南海トラフ地震が発生し、県下全域が強い揺れに見舞われ、耐震化の不十分な建物の倒壊や火災が

  各所で発生し、 沿岸部には、大津波が襲来したことから、多数の人命が失われる。

・ 大型台風の来襲により、河川堤防が各地で決壊し、県内の広い地域で甚大な浸水被害が発生する。

  また、山間部では、 土石流、地すべり、がけ崩れが多発し、大規模な深層崩壊も発生し、多数の犠牲

  者が出る。

・ 地震や大雨・大雪等の異常気象によって、道路やライフラインが途絶し、孤立した集落で死者が発生

する。

1-1) 大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊による

       多数の死傷者の発生

1-2) 地震に伴う密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による

多数の死傷者の発生

1-3) 広域にわたる大規模津波による多数の死傷者の発生

○避難対策の推進及び事前の防災力強化

・  洪水浸水想定区域図の作成

・ 排水ポンプ車の稼働訓練

・ 水害に関する出前講座の実施

○住宅・建築物の耐震化や防火用設備の整備

・ 大規模地震発生時の建物被害による死者ゼロを

目指すための取組の推進

・ 木造住宅の耐震化促進

・ 医療機関の耐震化促進

・ 社会福祉施設の耐震化促進

起きてはならない最悪の事態

推進方針（概要）

○河川整備等の推進

  ・ 国管理河川の事業促進

・ 県管理河川（重点対策河川）

 の整備の推進

○大雪等に伴う孤立化対策の推進

・ 大雪等に孤立化した場合に備え、立木事前伐採事業や

倒木処理訓練を実施

1-4) 突発的又は広域的な洪水・高潮に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生、

また防災インフラの損壊・機能不全等による洪水・高潮等に対する脆弱な防災能力の長期化

1-5) 大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）や大雪等による多数の

       死傷者の発生

○地域の防災力の向上

・ 自主防災組織の組織率向上

・ 津波避難困難者数の減少

・ 徳島県公式LINEアカウント登録者数の増加

・ 老朽危険建築物（空き家等）の除去

・ 危険ブロック塀等の除却



１ 【命の７２時間への対応】

大規模自然災害が発生したときでも、すべての人命を守る

１－１）大規模地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規

模倒壊による多数の死傷者の発生

１－２）地震に伴う密集市街地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による

多数の死傷者の発生

＜要点＞

住宅・建築物の耐震化や防火用設備の整備を推進し、警察、消防等による救助・救急

活動体制の充実強化を図り、「防災啓発の充実」や「防災訓練の実施」により、地域防

災力（自助・共助）の強化に努め、建築物等の倒壊や火災による死傷者の発生を防ぐ。

住宅・建築物等の耐震化や防火用設備の整備

○ 古い木造住宅が多い地域など、重点的に戸別訪問を行い、耐震化を控える高齢世帯に響くよ

う、関係団体と連携した普及啓発活動に努める。また、市町村と連携し、耐震化の補助制度の

充実を検討する。

○ 入所者の安全を確保するため、指導監査の機会を通じて助言・指導を行う等、社会福祉施設

の耐震化を促進するとともに、非常時における各種防災計画やＢＣＰの未策定である社会福祉

施設等に対しては、速やかに重点的に指導を実施する。

自助・共助の取組強化

○ 各種研修会等を開催し、地域の防災リーダーとなり、自主防災組織等「共助」の担い手とし

て活躍できる人材を育成する。

【重要業績指標】自主防災組織の組織率

94.8%（R5）→ 96%（R7）→ 100%（R10）

○ 防災士の資格取得を支援し、「共助」の担い手として活躍できる人材を育成する。

建築物の倒壊等防止対策

○ 地域の防災力の向上を図るため、市町村と連携して、老朽化して危険な空き家・空き建築物

や危険ブロック塀の解消、瓦屋根の飛散防止対策等を推進する。

防火・消火体制の整備

○ 地震時の火災を予防するため、耐震改修や減災化対策と併せ、強い揺れを感知して電気を遮

断する感震ブレーカー設置への補助を促進する。

○ 若者や女性等の多様な人材の入団促進・団活動の活性化を図るとともに、未来の地域防災の

担い手育成に向けた体験型の教育やイベント等の啓発活動を実施する。

救助・救急活動体制の整備



○ 「消防防災ヘリコプターの運航に関する基準（消防庁）」に則り、体制の充実や設備整備な

ど的確な運航管理を実施し、安全かつ円滑な航空消防活動の推進を図る。

緊急輸送道路等の機能確保

○ 強靱で信頼性の高い道路ネットワークを構築するため、生命線道路

や緊急輸送道路等における橋梁の耐震化や無電柱化を推進する。イン

フラ施設について、計画的に老朽化対策を進めるとともに、DXや民間

活力を積極的に活用しながら、市町村に対する技術的な支援に取り組

み、効率的・効果的な維持管理を推進する。

【重要業績指標】緊急輸送道路等における重点整備区間の改良率

25%（R5）→ 31%（R7）→ 47%（R10）

【重要業績指標】緊急輸送道路等を補完する道路の改良率

23%（R5）→ 27%（R7）→ 33%（R10）

【重要業績指標】緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長（累計）

33km（R5）→ 36km（R7）→ 39km（R10）

【重要業績指標】無電柱化事業による管路完成延長（累計）

12.0km（R5）→ 12.9km（R7）→ 14.4km（R10）

【重要業績指標】老朽化対策の実施率（排水機場、橋梁、トンネル、都市公園、港湾施設、県営住宅）

92%（R5）→ 95%（R7）→ 100%（R10）

臨時情報を活用した防災対応

○ 南海トラフ地震臨時情報に関する住民理解と円滑な対応を促進するため、市町村と連携した

啓発活動を実施する。

１－３）広域にわたる大規模津波による多数の死傷者の発生

＜要点＞

大規模津波発生時に素早い避難ができるよう県民の津波避難意識の向上を図るとと

もに、避難訓練を重ね、避難行動要支援者対策も促進する。また、津波避難路・避難

場所の整備を促進し、海岸、河川堤防の整備や県民への津波情報伝達体制の整備を推

進する。

地震津波対策の計画的な推進

○ 国の被害想定見直しにいち早く対応し、これまでの防災対策の再検証を行い、市町村や地域

住民と連携し、住民目線に立った必要な防災対策をハード・ソフト面から推進するため、徳

島県南海トラフ巨大地震被害想定の見直しを行う。



津波避難意識の向上及び訓練の実施

○ 迅速な避難体制を確立するため、「津波防災の日」・「世界津波の

日」にあわせ、県、市町及び防災関係機関の連携のもと、地域住民

等が参加する津波避難訓練を実施する。

【重要業績指標】自主防災組織の組織率

94.8%（R5）→ 96%（R7）→ 100%（R10）

【重要業績指標】徳島県公式LINEアカウントの登録者数（累計）

3万人（R5）→ 10万人（R7）→ 20万人（R10）

○ 迅速な避難体制を確立するため、県・市町村等の連携のもと、Ｊ－ＡＬＥＲＴを活用し、地

域住民の津波避難訓練を実施する。

○ 徳島県漁業用牟岐無線局を中心とする「海上防災通信ネットワーク」、また、「津波高さ別

の避難海域」や「港から避難海域までの距離」などを記載した「海上避難ガイドマップ」を活

用し、漁業者など船舶利用者との連携により、海上避難訓練等に取り組む。

○ 徳島県商工３団体青年部が主体となり、発災時に従業員が率先して避難行動を行うことで周

辺住民の避難を促す「率先避難企業」の取組を実施し、企業と周辺住民が一体となった防災対

策に取り組む。

避難行動要支援者対策の促進

○ 「災害時要配慮者対策」を効果的に進めるため、各市町村において作成している「避難行動

要支援者名簿」を地域や支援者と共有し、個別計画策定の取組を一層促進する。

津波避難路・避難場所の整備

○ 津波発生時に緊急的・一時的に避難するため、避難路･避難場所の整備を促進する。

【重要業績指標】津波避難困難者数

1,304人（R5）→ 494人（R7）→ 0人（R10）

海上避難ガイドマップ



○ 広域的かつ大規模な災害による多数の避難者に対応するため、公園における避難場所として

の防災機能を強化する。

【重要業績指標】都市公園における防災機能強化着手率

86%（R5）→ 93%（R7）→ 100%（R10）

海岸・河川堤防等の整備・耐震化及び水門･樋門等の自動化

○ 発生確率が高まる南海トラフ巨大地震に備えるため、河川・海岸堤防等の地震・津波対策を

推進する。水門・樋門・陸閘等については、定期点検の実施及び点検結果に基づく改修・機能

強化による減災対策を進めるとともに、自動化・統廃合・常時閉鎖を推進する。

【重要業績指標】海岸・河川堤防等の地震・津波対策の着手率

60%（R5）→ 62%（R7）→ 70%（R10）

津波情報伝達体制の強化

○ 津波浸水想定や震度分布などの防災情報を、地図情報として

視覚的に分かりやすくし、インターネット上に公開することで、

日頃から避難場所や避難経路などの確認できる環境を実現し、

県民の防災意識向上を図る。

建築物の倒壊等防止対策

○ 地域の防災力の向上を図るため、市町村と連携して、老朽化して危険な空き家・空き建築物

や危険ブロック塀の解消、瓦屋根の飛散防止対策等を推進する。

救助・救急活動体制の整備

○ 過酷な災害現場での救助活動能力を高めるため、警察、消防等の体制・装備資機材や訓練環

境等の更なる充実強化・整備を図る。

除却前 除却後

トクシマさん、
すぐ避難を！



○ 津波発生時の迅速な救助・救急体制を構築するため、自衛隊、警察、消防等と連携した救助

訓練を実施する。

臨時情報を活用した防災対応

○ 南海トラフ地震臨時情報に関する住民理解と円滑な対応を促進するため、市町村と連携した

啓発活動を実施する。

１－４）突発的又は広域的な洪水・高潮に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の

死傷者の発生、また防災インフラの損壊・機能不全等による洪水・高潮等に

対する脆弱な防災能力の長期化

＜要点＞

河川整備等を推進し被害の最小化を図るとともに、洪水タイムラインの作成による

事前の防災力の強化を図る。また、防災啓発、防災訓練を実施することにより、安全

な避難体制を確立し、浸水による人的被害を防ぐ。

河川整備等の推進

○ 激甚化・頻発化する水害に備えるため、吉野川・那賀川水系等において、

無堤対策、ダム再生等による「流域治水」を推進する。

○ 水門・樋門・陸閘等については、定期点検の実施及び点検結果に基づく改修・機能強化によ

る減災対策を進めるとともに、自動化・統廃合・常時閉鎖を推進する。

【重要業績指標】県管理河川（重点対策河川）の整備率

70%（R5）→ 74%（R7）→ 80%（R10）

【重要業績指標】海岸・河川堤防等の地震・津波対策の着手率

60%（R5）→ 62%（R7）→ 70%（R10）

【重要業績指標】老朽化対策の実施率（排水機場、橋梁、トンネル、都市公園、港湾施設、県営住宅）

夜間救急搬送訓練

海上漂流者の救助（漁船、警察、自衛隊）

全地形対応車



92%（R5）→ 95%（R7）→ 100%（R10）

避難対策の推進及び事前の防災力強化

○ 高まる水害リスクに対して、住民の避難行動を促し、人的被害をなくすため、きめ細やかな

雨量・水位等を提供する。

○ 農業用ため池について、劣化状況評価及び地震・豪雨耐性評価結果に基づき、老朽化したた

め池の計画的な整備を実施する。

○ 排水ポンプ車を保有している国土交通省と連携し、情報伝達訓練及び排水ポンプ車稼働訓練

を実施する。

【重要業績指標】中小河川における洪水浸水想定図の作成数（累計）

推進（R5）→ 488河川（R7完）

【重要業績指標】自主防災組織の組織率

94.8%（R5）→ 96%（R7）→ 100%（R10）

【重要業績指標】緊急輸送道路等における重点整備区間の改良率

25%（R5）→ 31%（R7）→ 47%（R10）

【重要業績指標】緊急輸送道路等を補完する道路の改良率

23%（R5）→ 27%（R7）→ 33%（R10）

【重要業績指標】緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長（累計）

33km（R5）→ 36km（R7）→ 39km（R10）

【重要業績指標】無電柱化事業による管路完成延長（累計）

12.0km（R5）→ 12.9km（R7）→ 14.4km（R10）

【重要業績指標】農業用ため池における老朽化対策の着手施設数（累計）

85箇所（R5）→ 93箇所（R7）→ 105箇所（R10）

１－５）大規模な土砂災害（深層崩壊、土砂・洪水氾濫、天然ダムの決壊など）や大

雪等による多数の死傷者の発生

＜要点＞

治山･砂防事業等の土砂災害対策及び国土保全機能を発揮する森林整備を推進し、

特に要配慮者利用施設や避難路・避難施設に対する保全を図る。また、土砂災害等に

対する防災意識の啓発及び警戒避難体制の整備を促進する。

また、大雪等に伴い孤立化した場合に備え、立木事前伐採事業や倒木処理訓練を実

施することにより、孤立化対策を図る。



土砂災害対策及び森林整備の推進

○ 深層崩壊をはじめとする大規模土砂災害対策に対し、関係機関とともに迅速かつ円滑な避難

を確保するためのハード、ソフト両面の対策を促進する。

【重要業績指標】砂防関係施設の整備による要配慮者利用施設および避難所の保全施設数（累計）

340箇所（R5）→ 346箇所（R7）→ 361箇所（R10）

○ 森林の荒廃を防止するとともに、国土保全機能の高度発揮を促すため、間伐等の森林整備事

業を推進する。また、適正な林業活動により持続的に管理すべき森林については、森林経営計

画を策定し計画的な森林の整備を促進する。

土砂災害等に対する防災意識の啓発及び警戒避難体制の整備

○ 高精度な地形情報を用いて新たな土砂災害の発生のおそれのある箇所の抽出を実施し、土砂

災害警戒区域の指定により土砂災害の危険性の周知を強化する。

○ 山地災害の情報収集活動等を行う山地防災ヘルパーの積極的な活動を促進・支援し、地域住

民の山地災害に対する啓蒙や意識の高揚に努める。

【重要業績指標】自主防災組織の組織率

94.8%（R5）→ 96%（R7）→ 100%（R10）

救助・救急活動体制の整備

○ 過酷な災害現場での救助活動能力を高めるため、警察、消防等の体制・装備資機材や訓練環

境等の更なる充実強化・整備を図る。

大雪等に伴う孤立化対策の推進

○ 大雪等により孤立化した場合に備え、立木事前伐採事業や倒木処理訓練を実施する。

土砂災害啓発マップ



○消防団や自主防災組織の充実強化

・ 消防団協力事業所の普及等による消防団員確保対策

の推進及び少年消防クラブの育成支援

・ 消防団と自主防災組織や婦人防火クラブ等が

    連携した地域防災の担い手育成

２ 【助かった命をつなぐ対策】 

        救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・

避難生活環境を確実に確保することにより、助かる命を救う

2-1) 被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止

2-2) 道路寸断による多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生

2-3) 自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

・ 南海トラフ地震が発生し、津波や土砂崩れにより道路が至るところで通行不能となり、物資・エネルギーの供給

停止や孤立集落が発生する。

・ 自衛隊、警察、消防、海保等の被災による人材・資機材の不足により、救助・救急活動が困難となる。

・ 鉄道や幹線道路の損壊により、帰宅困難者が大量に発生し、水・食料等の供給が不足する。

・ 医療施設等の被災に加え、支援ルート、エネルギー供給が途絶したことにより、医療スタッフや医薬品が不足

し、医療機能が麻痺する。さらに、上下水道施設の損壊等により衛生状態が悪化することから、感染症が大規

模発生する。

・ 劣悪な避難生活環境・トイレ環境、電源喪失による不十分な健康管理が原因で被災者の健康状態が悪化し、

災害関連死が発生する。

2-5) 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による

医療機能の麻痺

2-6) 大規模な自然災害と感染症等の同時発生

○災害医療を担う人材育成

・ ＤＭＡＴの充実・強化を推進

・ ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）の養成

・ 災害時コーディネーターの配置

○災害医療対応力・機動力の強化

・ 医療関係者、自衛隊・警察・消防の連携による訓練を実施

・  消防防災ヘリコプター「うずしお」や

 警察ヘリコプター「しらさぎ」の装備、設備等の充実

○避難環境の向上

・ 避難所QOL確保に向けた資機材の確保及び

 相互応援体制の構築

・ 住民主体の避難所運営訓練の実施

・  避難所となる県立学校体育館の空調設備の設置

○帰宅困難者の受入体制等の確保

・ 帰宅困難となる観光客の一時避難のため

 の宿泊施設の確保

○関係機関の連携強化、訓練の実施

・ 合同訓練等の実施等他都道府県との連携強化

○要配慮者支援の強化

・ 福祉避難所における運営体制強化

推進方針（概要）

○信号機電源付加装置の整備

・ 緊急交通路等の信号機電源付加装置の整備

起きてはならない最悪の事態

○救援物資等の輸送確保対策

・ 四国横断自動車道及び阿南安芸自動車道の整備推進

・ 緊急輸送道路等の整備及び耐震化や無電柱化の推進

・ 緊急輸送道路を補完する農林道の整備推進

・ 海上輸送拠点となる港湾施設の整備・耐震化の推進

・ 「徳島県道路啓開計画」の実効性・初動対応力向上のため、関係機関等との連携強化

2-4) 想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱

・ 孤立地域への物資輸送に資する体制づくり

・ 物流関係機関・団体との連携強化

・ 防災拠点等における通信手段の冗長性確保

2-7) 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態の

悪化による災害関連死の発生



２ 【助かった命をつなぐ対策】

救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境

を確実に確保することにより、助かる命を救う

２－１）被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供

給の停止

２－２）道路寸断による多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生

＜要点＞

物資調達・供給体制を構築し、救援物資の輸送を確保するため、道路や港湾の機能

強化を図る。さらに、孤立集落の発生を防止するため、生命線道路・緊急輸送道路の

整備により、強靱で信頼性の高い道路ネットワークを構築する。

物資調達・供給体制の構築

○ 生活必需品等の支援物資の供給に関し協定を締結した民間企業等との間で、平時からの連携

体制の確保や訓練の実施により、発災時に迅速かつ的確な支援活動が実施できるよう体制を整

備する。

○ 大規模災害が発生した際、国等からの支援物資を、迅速に避難所まで配送するため物流事業

者との災害支援協定の締結を市町村に促す。

○ 緊急物資の確実な供給体制を構築するため、効率的な集配業務に役立つ屋根スペースの確保

をはじめ、公園における物資の集積拠点機能を強化する。

【重要業績指標】都市公園における防災機能強化着手率

86%（R5）→ 93%（R7）→ 100%（R10）

救援物資等の受援体制の整備

○ 社会福祉６団体との協力態勢を一層強化するため、災害福祉ネットワーク会議との連携を強

化する。

水道施設の耐震化

○ 水道施設の耐震化や水道未普及地の整備促進などを着実に推進し、地下水や再生水など多様

な水源利用の検討を進める。

救援物資等の輸送確保対策

○ 県南部の交通ネットワークを確保するため、国道５５号牟岐バイパス、海部野根道路の整備

を促進する。

○ 海部郡北部では耐震強化岸壁が整備されておらず、空白地帯を解消するため、日和佐港（恵

比須浜）において岸壁耐震化を進める。

○ 自衛隊等との連携による海路、空路からの物資輸送訓練の実施・検証を行うとともに、ドロー



ン等の活用を検討する。

○ 迅速かつ適正な緊急救援物資輸送に資するため、物流関係機関・団体との輸送に関する協定

を締結するとともに、訓練の実施・検証を行う。

○ 防災拠点等における衛星通信サービスの配備を促進するとともに、県内における相互応援体

制を構築する。

孤立化防止のための道路整備

○ 強靱で信頼性の高い道路ネットワークを構築するため、生命線道路や緊急輸送道路等の整備

を推進する。また、緊急輸送道路を補完する役割を持つ農林道の整備を推進し、路線の複線化

により集落の孤立化防止を図る。

【重要業績指標】緊急輸送道路等における重点整備区間の改良率

25%（R5）→ 31%（R7）→ 47%（R10）

【重要業績指標】緊急輸送道路等を補完する道路の改良率

23%（R5）→ 27%（R7）→ 33%（R10）

【重要業績指標】緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長（累計）

33km（R5）→ 36km（R7）→ 39km（R10）

【重要業績指標】無電柱化事業による管路完成延長（累計）

12.0km（R5）→ 12.9km（R7）→ 14.4km（R10）

○ 立木事前伐採事業の実施や道路関係部局等との

倒木処理訓練を実施する。

○ 「災害対策基本法第７６条の６」に基づく

指定区間手続きの迅速化を推進する。

孤立化防止のための海岸・河川堤防等の整備など

○ 孤立集落の発生を防止するため、海岸堤防、河川堤防及び防潮林等の整備・耐震化について、

計画的かつ着実に進める。また、水門・樋門等の自動化、陸閘の統廃合・常時閉鎖を進めるこ

とにより、防災力の強化と操作員の安全を確保するとともに、迅速な閉鎖を図る訓練を行う。

【重要業績指標】海岸・河川堤防等の地震・津波対策の着手率

60%（R5）→ 62%（R7）→ 70%（R10）

【重要業績指標】県管理河川（重点対策河川）の整備率

70%（R5）→ 74%（R7）→ 80%（R10）

倒木による県道の通行止



ヘリコプターによる支援体制の整備

○ 孤立化に備え、空からの救助・救出や物資の輸送を行う消防防災ヘリ

コプターをはじめ、関係機関のヘリコプターの装備、設備等の充実を図

るとともに、迅速かつ円滑に災害応急対策を実施できるよう、新たなヘ

リポートの整備を促進し、あわせて受援体制の強化を図る。

２－３）自衛隊、警察、消防、海保等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足

＜要点＞

自衛隊･警察･消防等における災害対応能力の強化や施設の耐震化を推進し、他都道

府県との訓練実施等により連携強化を図る。また、消防団や自主防災組織の充実強化

も推進する。

警察・消防等の施設の機能強化、資機材等の充実強化

○ 警察、消防等において、災害対応力強化のための体制、装備資機材等の充実強化を図るとと

もに、施設の整備を推進する。

○ 警察災害派遣隊について、訓練練度の向上を図るため、訓練施設、体制の更なる充実強化や

装備資機材の新規整備及び更新を推進するとともに、給油手段の確保を図る。

消防団や自主防災組織の充実強化

○ 消防団の装備資機材等の充実・強化を図るとともに、消防団員の確

保を図るため、未来の地域防災の担い手である少年消防クラブの育成

支援や若手団員や女性団員の入団促進、消防団協力事業所の普及等を

推進する。

○ 消防団と自主防災組織や婦人防火クラブ等とが連携し、地域防災の

担い手の育成を進めるなど地域防災力の充実強化を図る。

【重要業績指標】自主防災組織の組織率

94.8%（R5）→ 96%（R7）→ 100%（R10）

関係機関の連携強化、訓練の実施

○ 地域防災計画など災害対応に必要な事項について見直し、他都道府県との連携強化を図り、

合同訓練等を実施するとともに、必要に応じさらに見直しを行い、訓練の習熟度を高める。

○ 医師会や歯科医師会等関係機関と連携し、多数遺体の検視・検案・身元確認等に要する更な

る体制づくりの推進、身元不明遺体の保管場所、管理方法等についての市町村と協議、検視活

動に必要な装備資機材や備蓄品等の整備を行って検視能力の向上を図る。

２－４）想定を超える大量の帰宅困難者の発生による混乱



＜要点＞

帰宅困難者を受け入れる一時滞在施設の確保や機能強化を推進するとともに、企業

や学校において、食料や水の備蓄を促進する。また、高規格道路のミッシングリンク

の解消、緊急輸送道路等の耐震化、無電柱化を推進することで、食料等の供給不足を

防ぐ。

帰宅困難者の受入体制等の確保

○ 災害時の帰宅困難者に適切な情報や便宜を提供できる「災害時帰宅困難者支援ステーショ

ン」の普及啓発や企業と地域との連携強化など帰宅困難者対策を推進するとともに、膨大な数

の帰宅困難者の受け入れに必要な一時滞在施設の確保や機能強化を推進する。

ミッシングリンクの早期解消や緊急輸送道路等の強化

○ 高規格道路のミッシングリンクの早期解消や機能強化のため、徳島南部自動車道及び阿南安

芸自動車道の整備を推進するとともに、緊急輸送道路等の整備・耐震化や無電柱化を推進する｡

【重要業績指標】緊急輸送道路等における重点整備区間の改良率

25%（R5）→ 31%（R7）→ 47%（R10）

【重要業績指標】緊急輸送道路等を補完する道路の改良率

23%（R5）→ 27%（R7）→ 33%（R10）

【重要業績指標】緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長（累計）

33km（R5）→ 36km（R7）→ 39km（R10）

【重要業績指標】無電柱化事業による管路完成延長（累計）

12.0km（R5）→ 12.9km（R7）→ 14.4km（R10）

信号機電源付加装置の整備

○ 自動車の民間プローブ情報を活用し、渋滞情報を正確に把握するとともに、停

電による信号機の停止が原因で発生する交通渋滞を回避するため、信号機電源付

加装置の整備等を推進する。

災害時帰宅困難者支援ステーション



２－５）医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供

給の途絶による医療機能の麻痺

２－６）大規模な自然災害と感染症等の同時発生

２－７）劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・

心理状態の悪化による災害関連死の発生

＜要点＞

救助・救急、医療活動に支障が出ないよう、防災拠点等における電力確保対策、緊

急通行車両や災害拠点病院等への燃料供給体制の整備を図る。

他都道府県との相互応援体制を構築するなど、災害発生時に迅速かつ円滑な医療及

び被災地支援を実施できる体制を整備し、交通網の寸断に備えたヘリコプターの受援

体制の強化を図り、医療機能の麻痺を防ぐ。また、「とくしま災害感染症専門チーム」

を養成し、避難所等における感染症の発生・まん延を防ぐ。

長期の避難生活に備えた避難環境の向上や避難所等への物資供給体制を確立する。

また、福祉避難所の指定や要配慮者対策を考慮した避難所運営体制を促進し、心の

ケアを含めた多様なサポート体制を整備することにより災害関連死を防ぐ。

災害医療体制の構築

○ 医療機関の災害対策マニュアルやＢＣＰ（事業継続計画）の整備について、状況変化に応じ

て適宜見直しを行うとともに、災害訓練や救急勉強会等を継続して実施することにより、災害

医療提供体制の一層の充実・強化を図る。

○ 大規模災害時に医療施設や医療関係者が不足する事態に備えた他都道府県との相互応援体制

をより強化するため、継続的に訓練を実施する。

○ 医療機関における給水設備や非常用電源設備の整備、耐震性の強化などの取組を支援し、災

害時の持続可能な医療体制の構築を促進する。

災害医療を担う人材育成

○ 災害拠点病院等においては、災害発生時に迅速かつ円滑な医療及び被災地支援を実施できる

よう、ＤＭＡＴの更なる充実・強化を図る。

【重要業績指標】DMAT（災害派遣医療チーム）の体制整備数

32チーム（R5）→ 33チーム（R7）→ 35チーム（R10）

○ 大規模災害発生時、ＰＴＳＤ(心的外傷後ストレス障害）を含む精神的不調に対し中長期に

渡り専門的なこころのケアを円滑に行うため構築したＤＰＡＴについて、資機材の充実、訓練

等を行い更なる専門的対応技術の向上を図る。

○ 切れ目の無い医療救護活動を実施するため、圏域毎に医療・保健・福祉分野の「災害時コー

ディネーター」を配置し、発災後、刻々と変化する状況を的確に把握し、ドクターヘリの活用

や他都道府県からの人材及び資材の配置を適切かつ迅速に行う体制の充実・強化を図る。



【重要業績指標】災害支援ナースの登録者数（累計）

70人（R5）→ 90人（R7）→ 120人（R10）

災害医療対応力・機動力の強化

○ 医療関係者と自衛隊･警察･消防とが連携し、より実働的な訓練を重ね

ることにより、発災時における災害医療対応力・機動力を強化する。

○ 大規模災害時に備え、カウンターパートである鳥取県をはじめ関西広

域連合内での相互応援の取組の拡大を図る。

○ 大規模災害時における関西広域連合ドクターヘリの円滑な運行体制の充実を図るとともに、

近隣県とも相互応援態勢の強化を図る。

ミッシングリンクの早期解消や緊急輸送道路等の強化

○ 高規格道路のミッシングリンクの早期解消や機能強化のため、徳島南部自動車道及び阿南安

芸自動車道の整備を推進するとともに、緊急輸送道路等の整備・耐震化や無電柱化を推進する｡

【重要業績指標】緊急輸送道路等における重点整備区間の改良率

25%（R5）→ 31%（R7）→ 47%（R10）

【重要業績指標】緊急輸送道路等を補完する道路の改良率

23%（R5）→ 27%（R7）→ 33%（R10）

【重要業績指標】緊急輸送道路を補完する農林道の整備延長（累計）

33km（R5）→ 36km（R7）→ 39km（R10）

【重要業績指標】無電柱化事業による管路完成延長（累計）

12.0km（R5）→ 12.9km（R7）→ 14.4km（R10）

交通網の寸断に備えた支援体制の整備

○ 陸上ルートの寸断等に備え、空からの救出救助、物資輸送を実施する手段を確保するため、

消防防災ヘリコプター「うずしお」や警察ヘリコプター「しらさぎ」の装備・設備等の充実を

図るとともに、受援体制の強化を図る。

○ 災害時における医薬品を確保するため、被害想定等から必要な品目・数量等を精査し備蓄す

るとともに、関係業界等との協定締結等によりその供給確保体制を構築する。さらに、交通網

の寸断を想定し、災害拠点病院や救護所への医薬品の迅速な搬送体制についても検討を進める。

感染症の発生・まん延防止

○ 避難所等における感染症の発生・まん延を防ぐため、災害時の避難所において、高い専門性

を活かして初期段階から衛生状況等を把握し、助言・指導を行う「とくしま災害感染症専門チー

ム」を養成し、また、調整に必要な資機材の充実や避難所運営訓練等への参加により対応技術

の向上を図る。



○ 避難所開設における感染症対策を強化するため、市町村が行う必要な物資・資機材の整備等

を支援するとともに、多くの避難所の確保等に取り組む。

○ 避難所運営における感染症対策を推進するため、市町村が行う避難所の感染症対策の周知及

び市町村版避難所運営マニュアル作成の支援を行う。

○ 福祉避難所における感染症対策を推進するため、市町村が行う福祉避難所の感染症対策に必

要な資機材の整備等を支援する。

下水道対策による衛生面の悪化防止

○ 下水管の破損等による衛生面の悪化を防止するため、下水

管渠における耐震化を進めるとともに、下水処理場における

津波対策を推進する。また、下水道ＢＣＰ策定マニュアル等

を踏まえ、各市町の下水道ＢＣＰをブラッシュアップさせる。

避難環境の向上

○ 避難所ＱＯＬ確保に向け、トイレカー、水循環シャワーシステム、テント・パーテーション

など、有事には被災地に持ち寄る資機材の確保を促進するとともに、相互応援体制の構築を図

る。

○ 住民主体の避難所運営に向け、市町村における住民参加の「避難所運営訓練」の実施を促進

する。

○ 快適な避難環境の構築により災害関連死をなくすため、空調整備など避難所の機能強化に取

り組む。

【重要業績指標】避難所となる県立学校体育館の空調設備の設置校数（累計）

5校（R5）→ 推進（R7）→ 44校（R8完）

避難所の快適性等を診断 仮設テントの設営 避難生活ワークショップ

○ 避難所のリーダー養成や市町村において、子供や女性の視点を考慮した「避難所運営マニュ

アル」を作成・改定し、避難所における良好な生活環境に配慮した避難所運営体制づくりを進

める。



○ 避難所における適切な食事提供やアレルギーや生活習慣病等の食事に配慮が必要な方へのき

め細やかな栄養・食生活支援が速やかに展開できるよう、関係機関・団体等との連携体制を推

進する。

要配慮者支援の強化

○ 福祉避難所の指定を一層促進するとともに、装備資機材の充実、各種訓練等により災害対応

能力を向上させる。

○ 社会福祉施設や幼稚園等については、大規模自然災害の発生に備えて、被災時の迅速な事業

復旧を可能とし、利用者への影響を最小限にとどめるためにＢＣＰ等の策定を促進する。

○ 「発達障がい者」向けの「防災ハンドブック」を活用し、当事者および家族や関係機関に研

修会等を通して、災害に対する意識を高めるとともに、市町村や関係機関等における発達障が

い者への支援体制の整備の必要性について周知していく。

○ 災害時においても、継続的な医学的管理を必要とする在宅患者などが同水準の医療サービス

が受けられるよう「災害医療推進基金」を活用し、必要な医薬品や資機材の整備、医療機関と

患者の間のネットワークの構築、相談体制や情報基盤の整備など、きめ細やかな支援を行う。



３ 【初動対応力の強化】

防災対策に必要不可欠な拠点機能を確保することにより、

初動対応の遅れを防ぐ

・ 南海トラフ地震発生後、警察官にも死傷者が発生し、資機材等も被害を受け被災地域のパトロールが

手薄になり、治安が悪化する。

・ 大規模停電により、津波から避難しようとする車などが多重衝突事故や人身事故を起こすなど重大事

故が多発する。

・ 行政機関の職員に多くの死傷者が発生し、国、県、市町村をはじめ、防災関係機関との情報通信も途

絶し、庁舎や学校も一部使用不能となり、行政機能が機能不全となる。また、代替施設にて災害対策

本部を設置したものの、災害対応の経験が不足したことから、初動対応に遅れが生じた。

3-1) 被災による警察機能の低下による治安の悪化、社会の混乱

3-2) 行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下や災害対応への習熟度不足による

初動対応の遅れ

○庁舎等の耐震化、機能強化

・ 防災拠点や避難所等における非常用電源設備の確保

・ 訓練を通じた災害時活動拠点の最適化

  ・ 防災拠点となる県有施設の耐震化を推進

・ 自治体クラウドの導入

推進方針（概要）

起きてはならない最悪の事態

○警察機能維持対策や信号機の停止防止対策の推進

・ 治安の確保に必要な体制、装備資機材の充実強化

・ 信号機電源付加装置の整備推進

○エネルギー供給体制等の整備・機能強化

・ エコカーを活用した給電に関する啓発活動の推進

○行政機関の業務継続計画の策定、広域連携等

行政機能維持体制の整備

・ 「災害対策本部設置・ＤＸ活用訓練」の実施

・ 策定されたＢＣＰによる訓練の実施

・ 県職員や教職員の「防災研修の参加」や「防

災士資格の取得」等により職員個々の防災能

力を向上

・ 県内市町村間をはじめ関西広域連合や鳥取

  県とのカウンターパート等広域的な連携及び

  隣県との連携強化



３ 【初動対応力の強化】

防災対策に必要不可欠な拠点機能を確保することにより、初動対応の遅れ

を防ぐ

３－１）警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱

３－２）行政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下や災害対応への習熟

度不足による初動対応の遅れ

＜要点＞

庁舎等の耐震化や電力等の確保対策など機能強化を行うとともに、業務継続計画の

策定や広域連携協定等により、行政機能不全の防止を図り、信号機電源付加装置の整

備等により重大事故の多発を防ぐ。

庁舎等の耐震化、防災拠点施設の機能強化

○ 各行政機関において、庁舎の耐震化、停電時の電力や情報・通信システムの確保、代替不能

機器等の保全、代替庁舎の選定･確保、物資の備蓄等を推進する。

【重要業績指標】防災拠点等となる県有施設の耐震化率

99.8%（R5）→ 99.8%（R7）→ 100%（R10）

○ エネルギー供給リスクの分散を図るため、自然エネルギーを活用した自立・分散型電源の導

入を促進する。

行政機関の業務継続計画の策定、広域連携等行政機能維持体制の整備

○ 県内の各行政機関が業務継続計画を策定し、それに基づく訓練を定期的に行うことにより、

大規模災害時における行政機能の継続及び早期復旧を図る。

○ 県内の市町村間はもとより、関西広域連合や鳥取県とのカウンターパートなど広域的な連携

や隣県との連携を図り、大規模災害時に備え、平時からその結びつきを強化するための取組を

推進する。

また、中四国においては、カウンターパートの同時被災も念

頭においた連携のあり方について検討を進める。

さらに、カウンターパートである鳥取県との間では、相互の

市町村間や、県中小企業団体中央会をはじめ民間団体において、

相互応援体制の構築が進められており、このような取組の一層

の促進を図る。

○ 県及び市町村職員に対する研修や訓練、被災地への派遣などを継続し、災害対応に関する実

践的な知識、経験を有する職員を育成する。

○ 県・市町村が連携した防災訓練を通じ、災害時活動拠点（避難所、物資輸送拠点、仮設住宅、

復旧事業者拠点等）を最適化する。



警察機能維持対策の推進

○ 公共の安全と秩序の維持を図るため、治安の確保に必要な体制、装備資機材の充実強化を図

るとともに、警察として業務を円滑に継続するための対応方針及び執行体制等を速やかに定め

る。

○ 災害時における被留置者の安全を確保し、逃走を防止するため、安全な留置施設への護送体

制を構築するとともに、関係機関との迅速な相互連絡体制の確立を図る。

情報システム等の機能強化、情報の遺失防止対策の推進

○ プライベートクラウド（庁内クラウド）基盤について、万代庁舎及びデータセンターのどち

らにおいても運用が可能な状況を維持するとともに、サーバールームについて、耐災害対策を

推進する。

○ 市町村の基幹系業務システムをはじめとするシステムやファイルサーバー等のクラウド化を

促進する。

【重要業績指標】県との連携による「災害対策本部設置･DX活用

運営訓練」の実施市町村数（累計）

0市町村（R5）→ 推進（R7）→ 24市町村（R10）

信号機の停止防止対策等の推進

○ 停電による信号機の停止が原因で発生する交通渋滞、交通事故を回避するため、信号機電源

付加装置の整備等を推進する。

○ 自動車の民間プローブ情報の活用により、渋滞状況を正確に把握し交通渋滞を回避するため、

交通管制システムの高度化を図る。

エネルギー供給体制等の整備・機能強化

○ 関係機関において、庁舎の耐震化等、電力の確保、情報・通信システムの確保、代替不能機

器等の保全、物資の備蓄、代替庁舎の確保等を推進する。また、臨時情報が発表された場合に

は、後発地震に備え、水・食料等の備蓄、非常用発電装置やコンピュータ・システム等重要資

機材点検等の所要の措置を実施する体制づくりを行う。

○ 災害時の応急活動に不可欠な緊急車両への給油、病院や避難所への燃料供給が確実に行える

よう、ガソリンのほか軽油・灯油・重油の流通備蓄に取り組む。

中 核 SS

小口燃料配送拠点

優 先 給 油

配 送

緊急車両等

病院・避難所等
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